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〜
機
能
的
な
組
織
づ
く
り
と

地
区
公
民
館
の
支
援
強
化
〜

社
会
教
育
課
と
中
央
公
民
館
の
業
務

は
共
通
性
が
あ
り
、
協
力
関
係
に
あ
る

こ
と
か
ら
整
理
統
合
し
、
社
会
教
育
課

を
中
央
公
民
館
に
移
設
。
社
会
教
育
課

職
員
が
中
央
公
民
館
職
員
を
兼
務
し
ま

す
。ま

た
、
４
月
か
ら
地
区
公
民
館
の
管

理
運
営
を
各
地
区
の
団
体
の
皆
さ
ん
に

お
願
い
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
に
伴

い
、
地
区
公
民
館
の
支
援
体
制
を
強
化

す
る
た
め
、
社
会
教
育
課
内
に
「
地
域

支
援
係
」
を
新
設
し
ま
す
。

平
成
17
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
、
越

河
・
斎
川
・
大
鷹
沢
・
白
川
・
小
原
の

各
地
区
公
民
館
に
併
設
し
て
い
た
事
務

連
絡
所
を
廃
止
し
、
地
区
郵
便
局
に
各

種
証
明
書
交
付
事
務
を
委
託
し
ま
す
。

さ
ら
に
大
平
・
福
岡
・
深
谷
公
民
館

を
加
え
た
す
べ
て
の
地
区
公
民
館
に

「
指
定
管
理
者
制
度
」
を
導
入
し
、
地

域
の
個
性
と
資
源
を
生
か
し
た
独
創
性

の
あ
る
地
域
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
、

地
区
の
団
体
が
指
定
管
理
者
と
し
て
管

理
運
営
を
行
う
予
定
で
す
。

農
政
係
と
畜
産
係
を
統
合
し
、
多
様

性
の
あ
る
対
応
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、

農
道
・
林
道
の
維
持
管
理
業
務
を
建
設

課
に
移
管
し
ま
す
。

市
で
は
、
各
事
務
連
絡
所
の
廃
止
に

伴
い
、
こ
れ
ま
で
各
地
区
の
事
務
連
絡

所
で
取
り
扱
っ
て
き
た
、
住
民
票
や
印

鑑
証
明
書
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
発
行

業
務
を
、
４
月
１
日
か
ら
各
地
区
の
郵

便
局
に
委
託
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。郵

便
局
で
の
業
務
は
法
律
上
の
制
限

の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
事
務
連
絡
所
で

の
取
り
扱
い
と
若
干
異
な
り
、
取
り
扱

い
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
市
庁
舎
１
階
市
民
課
、
農
林

振
興
セ
ン
タ
ー
・
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
の
市
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
の
取
り

扱
い
は
、
従
来
と
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

●
取
り
扱
い
郵
便
局

越
河
・
越
河
駅
前
・
斎
川
・
大
鷹

沢
・
北
白
川
・
小
原
の
６
局

●
郵
便
局
の
取
り
扱
い
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日
　
９
時
〜
17
時

（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

●
交
付
で
き
る
証
明
書

基
本
的
に
は
、
来
局
者
本
人
に
係
る

証
明
書
の
み
交
付
申
請
で
き
ま
す
。

代
理
人
の
場
合
は
、「
同
一
世
帯
の

方
の
住
民
票
」
お
よ
び
「
同
一
戸
籍
の

方
の
戸
籍
証
明
」
の
み
交
付
申
請
で
き

ま
す
。

な
お
、
当
該
地
区
以
外
の
地
区
に
お

住
ま
い
の
市
民
の
方
も
、
各
郵
便
局
で

交
付
申
請
で
き
ま
す
。

●
主
な
証
明
書
の
手
数
料

【
市
民
課
・
市
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
同
料
金
】

・
住
民
票
謄
抄
本

２
０
０
円

（
謄
本
は
一
枚
増
す
ご
と
に
50
円
増
し
）

・
戸
籍
謄
抄
本

４
５
０
円

・
除
籍
謄
抄
本

７
５
０
円

・
印
鑑
証
明
書

２
０
０
円

・
外
国
人
登
録
証
明
書

２
０
０
円

●
留
意
事
項

交
付
申
請
の
際
は
、
来
局
者
の
本
人

確
認
が
必
要
で
す
の
で
、
運
転
免
許

証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
住
基
カ
ー
ド
、
外

国
人
登
録
証
、
保
険
証
な
ど
、
官
公
署

発
行
の
身
分
を
証
明
す
る
書
面
の
提
示

を
お
願
い
し
ま
す
。

●
交
付
や
証
明
で
き
な
い
も
の

・
身
分
証
明
書

・
申
請
者
持
ち
込
み
書
面

（
年
金
の
現
況
届
な
ど
）

市
で
は
条
例
改
正
を
行
い
な
が
ら
、

「
管
理
委
託
制
度
」
で
従
来
か
ら
委
託

済
み
の
17
施
設
に
加
え
、
新
た
に
地
区

公
民
館
な
ど
15
施
設
を
加
え
た
32
施
設

の
管
理
運
営
に
４
月
か
ら
「
指
定
管
理

者
制
度
」を
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
、

２
月
14
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
市
議

会
に
関
連
議
案
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

当
面
は
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
目
的

か
ら
、
指
定
管
理
者
は
現
在
受
託
し
て

い
る
団
体
を
指
定
す
る
こ
と
を
基
本
に

し
な
が
ら
、
順
次
公
募
に
よ
る
指
定
を

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

平
成
15
年
９
月
に
地
方
自
治
法
が
改

正
さ
れ
、「
公
の
施
設
（
ス
ポ
ー
ツ
施

設
、
公
園
、
文
化
施
設
、
福
祉
施
設
な

ど
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
福
祉
を
増
進
す

る
目
的
で
大
勢
の
皆
さ
ん
に
利
用
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
設
置
さ
れ
た
施
設
）」

の
管
理
方
法
が
「
管
理
委
託
制
度
」
か

ら
「
指
定
管
理
者
制
度
」
に
移
行
さ
れ
、

従
来
委
託
先
が
公
共
的
団
体
な
ど
に
限

定
さ
れ
て
い
た
施
設
の
管
理
運
営
を
、

民
間
事
業
者
も
含
め
た
幅
広
い
団
体
に

委
ね
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

指
定
管
理
者
制
度
は
、
多
様

化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
、
よ

り
効
果
的
・
効
率
的
に
対
応

す
る
た
め
、
公
の
施
設
の
管

理
に
民
間
の
能
力
を
活
用
し

つ
つ
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
を
図
る
と
と
も
に
、
経
費

の
節
減
な
ど
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

以上、4月から実施予定の組織・機構の再編などについて
お知らせしましたが、
市庁舎などにお越しの際、
「どこに行けばよいか分からない」、
「どの課の仕事か分からない」ときなどは、
市庁舎１階総合窓口や市職員（写真入りの名札をしています）に
お気軽に声がけください。

組
織
機
構
の
再
編
に
伴
い
、
社
会
教

育
課
は
３
月
22
日（
月
）か
ら
中
央
公
民

館
（
0
２
６
―
２
４
５
３
【
代
表
】）

で
業
務
を
開
始
し
ま
す
。

社
会
教
育
課
以
外
の
部
課
も
３
月
中

旬
か
ら
移
動
作
業
を
開
始
し
ま
す
が
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
極
力
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
な
い
よ
う
努
め
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

新
し
く
設
置
す
る
課
な
ど
、
電
話
番

号
の
変
更
は
４
月
号
の
広
報
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■白石市の組織機構図（平成１７年４月１日再編予定）�
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○印鑑証明書�
（必ず印鑑登録証を持参ください）�
○外国人登録証明書�
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○代理人と同一世帯の方の�
　住民票謄抄本�
○代理人と同一戸籍の方の�
　戸籍・除籍の謄抄本�
○代理人と同一戸籍の方の�
　戸籍の附票�
※委任状があっても上記以外の証明は�
　申請できません。�

▲小原郵便局

「
指
定
管
理
者
制
度
」を
導
入
予
定
で
す�

４
月
か
ら
　
地
区
公
民
館
な
ど
32
施
設
の
管
理
運
営
に�

▲市庁舎１階市民課総合窓口

▲４月から地区公民館全８カ所は、指定管理者制度
の導入に伴い、地区の団体が管理運営する予定です
（写真は福岡公民館）。

郵
便
局
で
の
各
種
証
明
書

交
付
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

市
民
課
（
市
庁
舎
１
階
）

0
2
2
―
1
3
1
2

第
三
次
行
政
改
革

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

行
政
改
革
推
進
室

（
市
庁
舎
3
階
）

0
2
2
―
1
5
6
1

社
会
教
育
課
と
中
央
公
民
館

の
業
務
を
統
合

（
社
会
教
育
課
を
中
央
公
民
館
に
移
設
）

農
林
課
の
再
編

（
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

事
務
連
絡
所
の
廃
止
と

地
区
公
民
館
機
能
の
見
直
し

■平成１７年４月から指定管理者制度を�
　導入する予定の市の施設３２カ所�

※着色した施設が新規に管理運営を委託する施設�

施　　設　　名�
越河公民館�
斎川公民館�
大平公民館�
大鷹沢公民館�
精神障害者小規模通所授産施設ポプラ 
武家屋敷（旧小関家） �
白石城 �
白石城歴史探訪ミュージアム �
文化体育活動センター（ホワイトキューブ） 
スパッシュランドしろいし �
いきいきプラザ �
鷹巣地区コミュニティセンター �
城東コミュニティセンター �
奥州街道ふれあいの館 �
老人福祉センター �
デイサービスセンターぶな �
福祉プラザやまぶき �
福祉作業所やまぶき園 �
みやぎ蔵王白石スキー場 �
南蔵王休憩所 �
弥治郎こけし村 �
商家資料館 �
かつらの湯 �
すまｉる広場 �
白石駅東口駐車場 �
銚子ケ森駐車場 �
越河駅前駐車場 �
白石駅東口自転車駐車場�

白川公民館�
福岡公民館 �
深谷公民館�
小原公民館�

◆
指
定
管
理
者
制
度
と
は

◆
指
定
管
理
者
制
度
の
目
的


